
 
 
 

 

 

年末生活・就労相談の実施について 
－県内２か所で「年末生活・就労相談窓口」を開設します。－ 

 
 県では、離職を余儀なくされた方々が年末年始を安心して過ごせるよう、関

係機関と連携して 12 月 29 日（火）及び 30 日（水）、県庁県民室と奥州市にあ

る「いわて求職者総合支援センター」において、「年末生活・就労相談窓口」を

開設します。 

 このほか、岩手労働局と連携して「ワンストップ・サービス・デイ」の実施

も予定しています。 

 

１ 「年末生活・就労相談窓口」の開設 

平成 21 年 10 月の有効求人倍率が 0.35 倍と厳しい状況のまま雇用情勢が推

移していることを受け、離職を余儀なくされた方々が年末年始を安心して過ご

せるよう、関係機関と連携して「年末生活・就労相談窓口」を開設する。 

なお、労働局とともにハローワークにおける「ワンストップ・サービス・デ

イ」の実施も予定している。 

 

 (1) 実施期間・時間 平成 21 年 12 月 29 日(火)～30 日(水) 9：00～17：00 

   【参考】  

「年末商工金融 110 番」        平成 21 年 12 月 29 日(火)～30 日(水) 

（担当：商工労働観光部経営支援課） 

                        平成 21 年 12 月下旬 

                       （担当：岩手労働局） 

雇 用 対 策 ･ 労 働 室 発 表

平成 21 年 12 月 9 日（水）
担 
 

当 

商工労働観光部雇用対策･労働室 
 雇用対策課長 津軽石 昭彦 
主任主査   松田 浩晃 
電話 019-629-5590 内線 5590 

ハローワークにおける 

「ワンストップ・サービス・デイ」 

 (2) 実施場所（相談窓口）  

    電話での相談を中心とするが、直接（来所）相談にも対応する。 

・県庁県民室（盛岡市）          ℡ 019-629-5587  

・いわて求職者総合支援センター（奥州市） ℡ 0197-23-6331・6341  
 

 

（裏面へ続きます。） 



(3) 相談内容及び対応機関 

県庁県民室 求職者総合支援センター 

ア 総合支援資金貸付、臨時特例つなぎ資金貸付等

（県社会福祉協議会等） 

イ 生活保護等  

（県又は市生活保護担当） 

ウ 心の健康相談 

（精神保健福祉センター） 

エ 多重債務      

（県民生活センター）  

オ 職業相談、就職安定資金等、住宅等 

（労働局・ハローワーク） 

カ 上記以外の相談、総合案内 

（雇用対策・労働室） 

ア 総合支援資金貸付、臨時特例つなぎ資金貸付等 

(県社会福祉協議会等） 

イ 生活保護等 

（県又は市生活保護担当） 

ウ 

 

エ 

 

オ 職業相談、就職安定資金等、住宅等 

（労働局・ハローワーク） 

カ 上記以外の相談、総合案内 

（県南広域振興局経営企画部） 

心の健康相談、多重債務に係る相談は、県

庁県民室での電話相談で対応する。 

 

２ その他関連事項 

  広域振興局等の中には、独自の判断で実施を予定しているところもあり、

現時点では、花巻総合支局が、花巻市とともに相談対応することとしている。

（場所：花巻市役所） 

 


